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１
７
１
人
中
、
希
望
退
職
７
１
人
、 

出
向
５
３
人
の
リ
ス
ト
ラ
強
行 

  
２
０
０
９
年
３
月
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に

よ
る
減
産
の
た
め
と
し
て
、
１
７
１
人
正
社
員

に
対
し
て
希
望
退
職
、
出
向
を
募
る
こ
と
を
既

存
の
労
働
組
合
と
合
意
し
ま
し
た
。
５
月
に
は

７
１
人
が
希
望
退
職
、
５
３
人
に
出
向
命
令
が

出
さ
れ
、
４
３
人
が
残
り
ま
し
た
。
会
社
の
主

力
生
産
の
ウ
ィ
ン
グ
型
架
台
ラ
イ
ン
は
、
厚
木

の
本
社
日
本
フ
ル
ハ
ー
フ
に
移
管
さ
れ
ま
し

た
。
（
今
年
に
入
り
、
生
産
ラ
イ
ン
は
、
岡
山

に
戻
さ
れ
、
出
向
者
も
戻
っ
て
い
ま
す
。
） 

 

出
向
、
希
望
退
職
に
応
じ
ら
れ
な
い 

労
働
者
が
「
う
つ
状
態
」
と
な
り
休
職 

  

母
の
通
院
の
付
き
添
い
な
ど
の
た
め
に
出
向

も
、
希
望
退
職
に
も
応
じ
ら
れ
な
い
労
働
者

が
、
個
人
加
盟
の
岡
山
地
域
労
働
組
合
に
加
入

し
て
、
こ
の
問
題
で
団
体
交
渉
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
労
働
者
に
も
出
向
命
令
が
出
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
労
働
者
は
、
会
社
の
執
拗
な
出

向
の
話
な
ど
で
「
う
つ
状
態
」
と
な
り
、
出
向

に
は
行
け
ず
、
病
気
休
職
と
な
り
ま
し
た
。 

 

職
場
復
帰
プ
ラ
ン
作
成
、
整
理
解
雇
の 

団
体
交
渉
を
拒
否 

  

そ

の

後
、
９

月

に
主
治
医

か

ら
「
職

場
復
帰
可

能
」
と

の

診
断
が
出

て
、
組

合

は
厚
生
労

働
省
が
示

す
「
復

帰

プ
ラ
ン
」
の
作
成
協
議
を
会
社
に
求
め
ま
し

た
。
会
社
は
指
定
の
「
産
業
医
の
受
診
」
を
求

め
、
本
人
も
受
診
し
主
治
医
と
同
じ
診
断
が
出

ま
し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
組
合
に
何
ら
回
答

を
せ
す
、
団
体
交
渉
に
も
応
じ
ず
、
翌
１
０
年

２
月
末
に
突
如
「
整
理
解
雇
」
を
通
告
し
ま
し

た
。
会
社
は
こ
の
解
雇
に
つ
い
て
も
、
団
体
交

渉
に
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

岡
山
県
労
委
が
不
当
労
働
行
為
と
認
定 

団
交
応
諾
、
誓
約
書
手
交
を
命
令 

  

組
合
は
、
こ
の
「
復
帰
プ
ラ
ン
の
作
成
協

議
」
と
「
整
理
解
雇
」
に
つ
い
て
の
団
体
交
渉

拒
否
は
、
労
働
組
合
法
違
反
と
し
て
、
岡
山
県

労
働
委
員
会
に
申
立
。
県
労
働
委
員
会
は
、
１

１
年
８
月
に
、
会
社
に
対
し
て
団
体
交
渉
に
応

ず
る
こ
と
お
よ
び
「
今
後
こ
の
よ
う
な
行
為
を

繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
」
と
の

文
書
を
組
合
に
手
交
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。 

 
 

 

ま
た
解
雇
無
効
の
裁
判
が
岡
山
地
裁
で
続
い

て
い
ま
す
。 

 
 独

断
、
違
法
、
無
法
の
主
張
で 

県
労
委
命
令
取
消
を
提
訴 

  

と
こ
ろ
が
会
社
は
、
１
０
月
に
次
の
主
張
で

こ
の
命
令
取
消
訴
訟
を
提
訴
し
ま
し
た
。 

①
「
適
法
に
解
雇
さ
れ
、
…
職
場
復
帰
は
、
団

体
交
渉
を
し
て
も
実
現
不
可
能
」 

ー
こ
れ
は
、
岡
山
地
裁
で
係
争
中
の
解
雇
問
題

を
司
法
判
断
を
超
越
し
て
独
断
し
て
い
ま
す
。 

 

②
解
雇
の
有
効
性
の
説
明
等
は
、
民
事
訴
訟
で

説
明
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
「
こ
れ
以
上
の
団

体
交
渉
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
」 

ー
団
体
交
渉
を
訴
訟
に
代
置
す
る
法
的
規
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

③
県
労
委
の
和
解
交
渉
で
、
双
方
の
主
張
は
対

立
し
「
交
渉
が
進
展
す
る
見
込
み
は
な
く
、
団

体
交
渉
を
行
う
余
地
は
な
く
」
「
無
意
味
」 

ー
県
労
委
の
和
解
交
渉
の
内
容
を
、
自
ら
に
都

合
よ
く
独
断
し
て
い
ま
す
。 

 

④
１
人
の
み
が
加
入
す
る
労
組
を
特
別
扱
い
し

て
団
体
交
渉
を
す
る
こ
と
は
「
他
の
大
多
数
の

従
業
員
と
の
関
係
で
衡
平
に
反
す
る
。
」
「
団

体
交
渉
権
の
濫
用
に
あ
た
り
許
さ
れ
な
い
。
」 

ー
少
数
組
合
の
団
体
交
渉
権
を
認
め
ず
、
「
団

体
交
渉
権
の
濫
用
」
と
違
法
な
独
断
。 

 

⑤
県
労
委
の
判
断
は
「
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る

か
否
か
を
、
具
体
的
、
実
質
的
に
判
断
し
な

い
」
「
不
当
、
且
つ
、
違
法
」 

ー
県
労
委
の
「
職
場
復
帰
、
解
雇
」
は
「
義
務

的
交
渉
事
項
」
と
の
判
断
を
つ
い
て
、
具
体
的

事
実
を
示
さ
ず
に
独
断
を
重
ね
て
い
ま
す
。 

 
 

 

岡
山
県
備
前
市
に
あ
る
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
（
㈱
）
は
、
日
本
軽
金
属
㈱
の
子
会
社
日
本
フ
ル

ハ
ー
フ
の
１
０
０
％
子
会
社
で
、
貨
物
自
動
車
の
架
台
を
製
造
し
て
い
ま
す
。 
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企
業
の
社
会
的
責
任
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を 

本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
日
軽
金 

 

日
本
軽
金
属
グ
ル
ー
プ
は
、
企
業
の
社
会

的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
活
動
を
、
組
織
統
治
と

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
基
礎
と
し
て
ス
タ
ー

ト
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
ス
テ
ー
ク
ス

ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
」
「
従
業
員
の
幸
福
・
誇
り
に
つ

な
が
る
活
動
」
「
社
会
的
課
題
の
克
服
、
あ

る
い
は
公
共
の
利
益
に
貢
献
し
う
る
活
動
」

に
分
け
て
い
ま
す
。
（
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

 

労
働
法
制
遵
守
の
徹
底
、
安
全
衛
生
は 

「
従
業
員
の
幸
福
追
求
」
の
中
核
課
題 

 

そ
し
て
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
の
と
り
く
み
の
課
題

と
し
て
掲
げ
る
項
目
の
「
従
業
員
の
幸
福
追

求
」
の
「
中
核
課
題
」
と
し
て
「
労
働
法
制

遵
守
の
徹
底
」
「
安
全
・
衛
生
」
な
ど
を
あ

げ
て
い
ま
す
。 

 

労
働
組
合
と
の
真
剣
な
話
し
合
い
を
通
じ 

 

そ
れ
を
「
労
働
組
合
と
の
真
剣
な
話
し
合

い
を
通
じ
」
「
従
業
員
幸
福
の
追
求
な
ど
」

を
さ
ら
に
推
進
す
る
と
表
明
し
て
い
ま
す
。 

日
軽
金
グ
ル
ー
プ
の
行
動
規
範
＝
「
グ

ル
ー
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
コ
ー
ド
」 

 

 

日
軽
金
グ
ル
ー
プ
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
基
礎
に
位
置
づ
け
、
「
法
令

や
規
則
、
社
会
的
ル
ー
ル
な
ど
を
遵
守
す
る

だ
け
で
な
く
、
広
く
誠
実
で
公
正
な
事
業
活

動
を
実
践
す
る
た
め
、
『
グ
ル
ー
プ
経
営
方

針
』
を
基
本
原
則
と
し
た
行
動
規
範
『
グ

ル
ー
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ー
ド
』

を
制
定
し
」
「
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
配
布
な
ど
を

通
じ
、
周
知
徹
底
に
努
め
て
」
い
ま
す
。 

 

フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
の
行
動
の 

グ
ル
―
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
コ
ー
ド 

の
検
証
を
求
め
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
の
行
動
の

「
グ
ル
ー
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ー

ド
」
か
ら
の
検
証
を
求
め
ま
す
。 

 

労
働
者
の
生
活
と
権
利
を
守
る 

た
た
か
い
に
ご
理
解
と
ご
支
援 

 

私
た
ち
は
、
解
雇
無
効
の
裁
判
を
争
っ
て

い
ま
す
。
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
の
会
社
門
前
に

「
誓
約
書
」
を
掲
示
し
、
全
従
業
員
に
周
知

徹
底
す
る
こ
と
を

求
め
て
中
央
労
働

委
員
会
に
不
服
申

立
を
し
ま
し
た
。 

 

労
働
者
の
生
活

と
権
利
を
守
る
た

た
か
い
に
皆
さ
ん

の
ご
理
解
と
ご
支

援
を
お
願
い
し
ま

す
。 
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憲
法
、
労
働
組
合
法
に
反
す
る
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
の
行
動 

 
 

裏
面
の
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
㈱
の
行
動
は
、
い
づ
れ
も
憲
法
２
８
条
、
労
働
組
合
法
が
定
め
る
労

働
組
合
の
団
体
交
渉
権
、
使
用
者
の
誠
実
交
渉
義
務
を
認
め
ず
、
フ
ル
ハ
ー
フ
岡
山
㈱
の
違
法
、

無
法
な
判
断
を
押
し
付
け
、
行
政
行
為
を
も
変
更
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。 


